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教
育
委
員
会
規
則

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
〇
・
教
育
庁
総

務
課
）

◯
平
成
十
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
務
の
級
に
お
け
る

最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等
に
関
す
る
規
則
（
二
一
・

教
育
庁
総
務
課
）

公
営
企
業
管
理
規
程

◯
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
一
五
・
企
業
局
総
務
課
）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
米
　
田
　
愛
　
治

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
四
号
の
三
中
「
第
二
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
」
に
改

め
る
。

第
六
十
七
条
の
七
第
一
項
中
「
三
箇
月
以
内
（
基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
六
箇

月
以
内
）
」
を
「
六
箇
月
以
内
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
六
第
一
項
後
段
を
削
る
。

第
七
十
四
条
の
三
の
二
を
第
七
十
四
条
の
三
の
三
と
し
、
第
七
十
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
休
憩
時
間
の
一
斉
付
与
の
例
外
）

第
七
十
四
条
の
三
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
条
例
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
害

し
な
い
よ
う
、
一
斉
に
休
憩
を
与
え
な
い
職
員
の
範
囲
及
び
当
該
職
員
に
対
す
る
休
憩
の
与
え

方
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
十
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

教

育

委

員

会

規

則

2
4
号
給

2
5
号
給

1
1
号
給

1
2
号
給
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別
表
第
十
四
の
三
中
「
─
三
月
一
日
─
三
月
十
五
日
─
」
を
削
る
。

（
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
七
年
秋

田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

平
成
十
五
年
一
月
一
日
（
以
下
「
新
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
給
料
の
調
整

を
行
う
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
、
同
日
に
受
け
る
給
料
月
額
（
新
基
準
日
以
後
に
教
育
委
員

会
の
定
め
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
給
料
月
額
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
及
び
基
礎
給
料
月
額
に
基
づ
き
新
基
準
日
の
前

日
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
以

下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
基
礎
給
料
月
額
と
新
基
準
日
の
前
日
に
受
け
る
職

務
の
級
及
び
号
給
（
同
日
に
受
け
る
号
給
が
附
則
別
表
第
一
の
号
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
に
受
け
る
号
給
の
号
数
に
当
該
号
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
に
対
応
す
る

同
表
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る
数
を
加
え
た
号
数
の
号
給
）
の
平
成
八
年
一
月
一
日
に
お
い
て
適

用
さ
れ
る
給
料
月
額
（
新
基
準
日
の
前
日
に
受
け
る
職
務
の
級
の
号
給
が
平
成
八
年
一
月
一
日

に
お
け
る
当
該
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
を
超
え
る
号
数
の
号
給
又
は
同
日
に
お
け
る

当
該
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
を
超
え
な
い
号
数
の
号
給
で
同
年
四
月
一
日
に
お
け
る

当
該
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
を
超
え
る
号
数
の
も
の
で
あ
る
職
員
及
び
新
基
準
日
の

前
日
に
受
け
る
給
料
月
額
が
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超
え
る
給
料
月
額
で
あ

る
職
員
並
び
に
新
基
準
日
以
後
に
教
育
委
員
会
の
定
め
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教

育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
給
料
月
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
基
準
日
の
対
応
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
の
二
分
の
一
を
減
じ
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の

仮
定
給
料
の
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
旧
基
準
日
の
対
応
給
料
月
額
及
び
旧
基
準
日
の
対
応
給

料
月
額
を
算
出
の
基
礎
と
し
て
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
規
則
（
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
得
ら
れ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
仮
定
給
料

の
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
職
員
の
給
料
の
調
整
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
五
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
引
き
続
き

当
該
職
又
は
当
該
職
と
改
正
後
の
規
則
別
表
第
十
の
三
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
（
次
項

か
ら
附
則
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
「
調
整
数
」
と
い
う
。
）
が
同
一
で
あ
る
職
を
占
め
る
間
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
、
改
正
前
の
仮
定
給
料
の
月
額
と
改
正
後
の
仮
定

給
料
の
月
額
と
の
差
額
に
附
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

２

職務の級

１　　級

２　　級

３　　級

４　　級

調　　　　　整　　　　　基　　　　　本　　　　　額

18,500円。ただし、２号給6,664円、３号給6,948円、４号給7,272円、５号給7,627円、６号給8,037円、

７号給8,487円

11,700円。ただし、２号給7,366円、３号給7,740円、４号給8,149円、５号給8,640円、６号給8,959円、

７号給9,283円、８号給9,630円、９号給9,994円、10号給10,498円、11号給11,029円、12号給11,565円

12,400円（条例別表第一の備考2に定める職員にあつては、12,600円）。ただし、１号給12,285円（同

表の備考２に定める職員にあつては、12,600円）

13,900円

別表第10の４ 教育職給料表調整基本額表（第55条関係）
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を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

４

新
基
準
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
新
基
準

日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
）
の
給
料
の
調
整
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
に

係
る
調
整
数
を
新
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数
と
み
な
し
て
、
前
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

附
則
第
六
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
則
）
」
を
付
し
、
同
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら

第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
八
項
と
し
、
附
則
第
五
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同

項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
へ
き
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を

付
し
、
附
則
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

新
基
準
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
新
基
準

日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
当
該
職
に
係
る
調
整
数
を
新
基
準

日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数
と
み
な
し
た
場
合
に
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た

日
（
教
育
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
受
け
る
職
務
の
級
及
び
号
給
の
新
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

給
料
月
額
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
に
受
け
る
給
料
月
額
が
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
給

料
月
額
を
超
え
る
給
料
月
額
で
あ
る
職
員
及
び
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
後
に
教
育
委
員
会
の

定
め
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
給
料
月
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
み
な
し
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
及
び
み
な
し
基
礎
給
料
月
額
に
基
づ
き
新
基

準
日
の
前
日
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合

計
額
か
ら
み
な
し
基
礎
給
料
月
額
と
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
に
受
け
る
職
務
の
級
及
び
号
給

（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
に
受
け
る
号
給
が
附
則
別
表
第
一
の
号
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
に
受
け
る
号
給
の
号
数
に
当
該
号
給
欄
に
掲

げ
る
号
給
に
対
応
す
る
同
表
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る
数
を
加
え
た
号
数
の
号
給
）
の
平
成
八
年

一
月
一
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
月
額
（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
に
受
け
る
職
務
の
級

の
号
給
が
平
成
八
年
一
月
一
日
に
お
け
る
当
該
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
を
超
え
る
号

数
の
号
給
又
は
同
日
に
お
け
る
当
該
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
を
超
え
な
い
号
数
の
号

給
で
同
年
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
を
超
え
る
号
数
の
も
の

で
あ
る
職
員
及
び
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
に
受
け
る
給
料
月
額
が
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給

の
給
料
月
額
を
超
え
る
給
料
月
額
で
あ
る
職
員
並
び
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
後
に
教
育
委

員
会
の
定
め
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
給
料
月
額
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
基
準
日
の
対
応
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
の
二
分
の
一
を

減
じ
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
仮
定
給
料
の
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
旧
基

準
日
の
対
応
給
料
月
額
及
び
旧
基
準
日
の
対
応
給
料
月
額
を
算
出
の
基
礎
と
し
て
改
正
前
の
規

則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
得
ら
れ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
改
正
前
の
仮
定
給
料
の
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
職
員
の
給
料
の
調
整
額
は
、
改
正

後
の
規
則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
引
き
続
き
当
該
職
又
は
当
該
職
と
調
整
数
が
同
一
で
あ
る
職
を
占
め
る
間
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
、
改
正
前
の
仮
定
給
料
の
月
額
と
改
正
後
の
仮
定
給
料
の
月
額

と
の
差
額
に
附
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額
）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

６

新
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を
占
め
る
職
員
で
新
基
準
日
以
後
に
調

整
数
が
異
な
る
職
に
異
動
し
た
も
の
又
は
新
基
準
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
を
行
う
職
を

占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
当
該
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
日
後
に
調
整
数
が
異
な
る
職

に
異
動
し
た
も
の
の
給
料
の
調
整
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
異
動
後
の
職
に
係
る
調
整
数
を

新
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
職
員
に
係
る
調
整
数
と
み
な
し
て
、
附
則
第
三
項
（
新

基
準
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
前
項
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
則
別
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
を
附
則
別

表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

附
則
別
表
第
二
（
附
則
第
三
項
、
附
則
第
五
項
関
係
）

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
市
町
村
立
学
校

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
第
三
十
二
条
第
四
号
の
三
、
第
六
十
七
条
の
七
第
一
項
、
第
六
十

八
条
の
六
第
一
項
及
び
別
表
第
十
四
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
項
の
規
定
は
、
同
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な

い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
を
同
日
の
前
日
に
受
け

て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
規
則
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

附
則
第
３
項

附
則
第
３
項
、
附
則
第
５
項

平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
百

百
分
の
七
十
五

百
分
の
五
十

百
分
の
二
十
五
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（
改
正
条
例
附
則
第
五
項
第
一
号
の
継
続
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
期
間
）

３

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田

県
条
例
第
八
十
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
期

間
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
基
準
日
（
同
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
附
則
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
職
員
が
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き

続
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
、
引
き
続
き
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た

後
、
引
き
続
い
て
職
員
と
な
り
、
基
準
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
る
前
の
職
員
と
し
て
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
と
す
る
。

一
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
適

用
を
受
け
る
職
員

二
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
五

十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三
　
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

四
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者

五
　
教
育
委
員
会
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

（
改
正
条
例
附
則
第
五
項
第
二
号
の
給
料
等
の
額
の
算
定
）

４

改
正
条
例
附
則
第
五
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
給
料
月
額
は
、
平
成
十
四
年
改
正
条
例
附
則

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料

月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規

則
第
二
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
を
準
用
し
て
得
ら
れ
る
給
料
月
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
規
則
第
一
条
中
「
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附

則
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
継
続
在
職
期
間
（
以
下
「
継
続
在
職
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

に
」
と
、
「
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
給
料
月
額
（
以
下
「
新
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職
員
の
特
定
期
間

に
お
け
る
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
料
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
（
以
下
「
基

礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
の
式
中
「
施
行
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
条
例
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
る
特
定
期
間
に
」
と
、
「
施
行
日
の
前
日
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

継
続
在
職
期
間
（
改
正
条
例
附
則
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
継
続
在
職
期
間
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
期
間
（
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給

料
月
額
を
受
け
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
あ
る
職
員
の
当
該
期
間
に
お
け
る
改
正
条
例
附
則
第

五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
料
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
当
該
期
間
に
お
い

て
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
と
す
る
。

６

継
続
在
職
期
間
に
お
い
て
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
附
則
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た

期
間
が
あ
る
職
員
の
当
該
期
間
に
お
け
る
改
正
条
例
附
則
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
料
等
の

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
調
整
額
は
、
同
規
則
附
則
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
額
か
ら
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規

則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
一
般
職
の
職
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
職
員
と
な
っ

た
者
に
つ
い
て
の
特
例
）

７

改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
附
則
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

者
（
附
則
第
九
項
に
お
い
て
「
一
般
職
の
職
員
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

８

改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
新
た
に
職
員
と
な
っ

た
者
と
す
る
。

９

改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
職
員
が
一
般
職
の
職
員
等
で
あ
っ
た
期
間
に

つ
い
て
、
当
該
一
般
職
の
職
員
等
に
係
る
給
与
に
関
す
る
条
例
又
は
規
程
の
改
正
条
例
附
則
第
五

項
各
号
の
規
定
に
相
当
す
る
規
定
の
例
に
よ
る
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間

の
末
日
を
当
該
規
定
の
基
準
日
に
相
当
す
る
日
と
み
な
す
。

（
平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

10

平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村

立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
第
六
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
六
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
箇
月
」
と
す
る
。

（
補
則
）

11

第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
十
五
年
三
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当

に
関
す
る
特
例
措
置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

平
成
十
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
務
の
級
に
お
け
る

最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
米
　
田
　
愛
　
治
　

４
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秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

平
成
十
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
務
の
級
に
お

け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等
に
関
す
る
規
則

（
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等
）

第
一
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
市
町
村
立
学

校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
給
料
表
に
定
め
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
（
給
与
条
例
別
表
第
一
の
備
考
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
給
料
月
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
給
料
月
額
（
以
下
「
新
給
料
月
額
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
＋

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
新
給
料
月
額
を
決
定
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
施
行
日
以
後
に
お
け
る

最
初
の
給
与
条
例
第
六
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
七
号
）
附
則
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
期
間
（
教
育
委
員

会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
期
間
）
を
そ
の
者
の
新
給
料
月
額
を
受

け
る
期
間
に
通
算
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
五
号

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
企
業
職
給
料
表
（三）

（
別
表
第
三
）

第
二
条
第
三
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
四
及
び
別
表
第

五
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
初
任
給
」
を
「
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

初
任
給
」
に
改
め
、
「
基
準
は
、
」
の
下
に
「
企
業
職
給
料
表
（一）
の
適
用
を
受
け
る
」
を
加
え
、

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
」
を

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下

「
一
般
職
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
（
以
下
」
を
「
、
特
定
任
期
付
職
員
の
号
給
又
は

給
料
月
額
の
決
定
の
基
準
は
、
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例

（
以
下
こ
れ
ら
を
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
一
万
六
千
円
」
を
「
一
万
四
千
円
」
に
、
「
三
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に

改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
一
般
職
給
与
条
例
」
に
改

め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
同
条
に
規
定
す
る
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
別
表
第
五
に
掲
げ
る

割
合
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
」
に
、
「
次
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
条
例
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
　
次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
別
表

第
六
に
掲
げ
る
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
　
百
分
の
二
十
五
　
一
万
二
千
円

ロ
　
百
分
の
二
十
　
一
万
円

ハ
　
百
分
の
十
八
　
八
千
円

ニ
　
百
分
の
十
四
及
び
百
分
の
十
六
　
六
千
円

ホ
　
百
分
の
十
及
び
百
分
の
十
二
　
四
千
円

二
　
特
定
任
期
付
職
員
　
次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
企
業
職
給
料
表
（三）
の
号
給
又
は
給

料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
　
六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
任

期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
　
一
万
二
千
円

ロ
　
五
号
給
　
一
万
円

ハ
　
二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で
　
八
千
円

５

施
行
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
と
そ
の
１
号
給
下
位
の
号
給
と
の
差
額
×

そ
の
者
の
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
月
額
　
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の

－
（
以
下
「
旧
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）

級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
額

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
と
そ
の
１
号
給
下
位
の
号
給
と
の
差
額

施
行
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
額

公

営

企

業

管

理

規

程
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ニ
　
一
号
給
　
六
千
円

第
十
八
条
第
一
項
中
「
百
分
の
五
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
再

任
用
職
員
」
を
「
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
百
分
の
五
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
、
「
百
分
の
三
十
」
を
「
百

分
の
二
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に

「
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
を
加
え
、
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
、
「
百
分
の
二

十
五
と
さ
れ
て
い
る
職
を
占
め
る
職
員
」
の
下
に
「
及
び
特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
六
号
給
以
上

の
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
」
を
、
「
第
二
十
二
条
第
一
項
に
該
当
す
る
職
員
以
外
の
職
員
及
び

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
又
は
公
益
法
人
等
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
休
職
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
（
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う

ち
同
項
に
該
当
す
る
職
員
以
外
の
職
員
及
び
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
又
は
公
益
法
人
等

に
派
遣
さ
れ
た
職
員
」
を
「
及
び
特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
五
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員

（
休
職
職
員
等
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
企
業
職
給
料
表
（一）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
　
次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
の
職
務
の
級
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
割
合

イ
　
十
一
級
及
び
十
級
　
百
分
の
二
十

ロ
　
九
級
及
び
八
級
　
百
分
の
十
五

ハ
　
七
級
及
び
六
級
　
百
分
の
十

ニ
　
五
級
及
び
四
級
　
百
分
の
五

二
　
特
定
任
期
付
職
員
　
次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
企
業
職
給
料
表
（三）
の
号
給
又
は
給

料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
割
合

イ
　
五
号
給
か
ら
七
号
給
ま
で
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
　
百
分
の
二
十

ロ
　
三
号
給
及
び
四
号
給
　
百
分
の
十
五

ハ
　
一
号
給
及
び
二
号
給
　
百
分
の
十

第
十
八
条
第
五
項
第
一
号
中
「
号
給
を
受
け
て
い
る
」
を
「
給
料
月
額
を
受
け
る
」
に
改
め

る
。第

十
九
条
第
一
項
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
一
般
職
給
与
条
例
」
に

改
め
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
）

第
二
十
条
の
二

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
額
は
、
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の

支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
二
条
第
六
項
中
「
第
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
一
般
職
員
及
び
」
を
「
一
般
職
給
与
条
例
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
及
び
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
一
般
職
給
与
条
例
」
に
改
め

る
。別

表
第
五
を
別
表
第
六
と
し
、
別
表
第
四
を
別
表
第
五
と
し
、
別
表
第
三
の
備
考
中
「
別
表
第

五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え

る
。

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

企
業
職
給
料
表
（三）

号
給
及
び
号
給
ご
と
の
金
額
は
、
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
給
料
表
の
例
に
よ

る
。備

考
　
こ
の
表
は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
適
用
す
る
。

附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
条

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
三
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
五
十
」
を
削
り
、
「
百

分
の
百
四
十
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」

に
、
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
五
」
を
「
百
分
の

百
五
十
」
に
、
「
三
箇
月
以
内
（
基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
六
箇
月
以
内
）
」
を

「
六
箇
月
以
内
」
に
、
「
区
分
に
応
じ
て
、
次
の
表
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
六
箇
月
　
百
分
の
百

二
　
五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満
　
百
分
の
八
十

三
　
三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満
　
百
分
の
六
十

四
　
三
箇
月
未
満
　
百
分
の
三
十

第
十
八
条
第
二
項
中
「
百
分
の
五
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
五
」
と
、
「
百
分
の
百
四

十
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
五
」
に
、
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の

百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
五
」
に
、

「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
」
に

改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」

を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項

を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
五

十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
「
百
分
の
百
七
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百

八
十
」
と
す
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六

項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
同
条

６
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第
六
項
中
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
六
項
中
「
第
十
八
条
第
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給

与
規
程
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

附
則
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二

条
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
十
五
年
三
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

２

平
成
十
五
年
三
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
末
手
当
」
と
い

う
。
）
の
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
程
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の

規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
、

第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
（
同

号
に
掲
げ
る
額
が
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
額
を

基
準
額
に
加
え
た
額
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲

げ
る
額
を
減
じ
た
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

一
　
平
成
十
五
年
三
月
一
日
（
期
末
手
当
に
つ
い
て
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定

め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
後
段
又
は
改
正
後
の

規
程
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は

失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
ま

で
引
き
続
い
て
在
職
し
た
期
間
で
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

も
の
（
当
該
引
き
続
い
て
在
職
し
た
期
間
以
外
の
在
職
し
た
期
間
で
同
年
四
月
一
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
基
準
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
任
用

の
事
情
を
考
慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
継
続
在
職
期
間
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
給
与
の
う
ち
給
料
及
び
扶
養
手
当
並
び
に
こ
れ
ら
の
額
の
改

定
に
よ
り
額
が
変
動
す
る
こ
と
と
な
る
給
与
（
次
号
に
お
い
て
「
給
料
等
」
と
い
う
。
）
の
額

の
合
計
額

二
　
継
続
在
職
期
間
に
つ
い
て
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例

第
七
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表
又
は
単
純
労
務

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
訓
令
第
十
九

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
訓
令

第
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
現
業
職
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額
（
継
続
在
職
期
間
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
給
料
表
に
定
め
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
に
つ
い
て
管
理
者
が
定
め
る
給
料
月
額
）

及
び
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
の
額
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
の
給
料
等
の
額
の

合
計
額

３

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
管
理
者
が
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
職
員

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
慮

し
て
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
職
員
等

と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る
額
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４

平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
程
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
箇
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
三
箇
月

以
内
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
六
箇
月
」
と
あ
る
の
は
「
三
箇
月
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
五
箇

月
以
上
六
箇
月
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未
満
」
と
、
同
項
第
三
号
中

「
三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
十
五
日
未
満
」
と
、

同
項
第
四
号
中
「
三
箇
月
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
一
箇
月
十
五
日
未
満
」
と
す
る
。

７
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